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議
案
の
内
容

意
見
書
・
審
議
結
果

レ
ミ
ア
ム
付
自
治
体
ポ
イ
ン
ト
事
業

の
実
施
に
向
け
た
臨
時
職
員
賃
金
２

３
２
万
６
０
０
０
円
な
ど
。

▼
議
案
第
52
号　

令
和
元
年
度
丸
亀

市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
億
１
９
９

７
万
９
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予
算

総
額
を
91
億
６
４
９
７
万
９
０
０
０

円
と
す
る
。
主
な
内
容
は
、
地
域
密

着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
７
２
０
万

円
減
額
し
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
給
付
費
を
６
０
０
万
円
増

額
な
ど
。

▼
議
案
第
53
号　

令
和
元
年
度
丸
亀

市
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事
業
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６
２
３
７
万

５
０
０
０
円
を
追
加
し
予
算
総
額
を

７
５
８
億
３
２
７
５
万
６
０
０
０
円

と
す
る
。
主
な
内
容
は
、
Ｂ
Ｔ
Ｓ
朝

倉
仮
設
販
売
所
に
係
る
設
備
工
事
費

４
９
５
０
万
円
を
増
額
す
る
な
ど
。

▼
議
案
第
54
号　

丸
亀
市
会
計
年
度

任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
議
案
第
55
号　

丸
亀
市
会
計
年
度

任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、休
日
、休
暇

等
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

▼
議
案
第
56
号　

地
方
公
務
員
法
及

び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る

▼
認
定
第
１
号　

平
成
30
年
度
丸
亀

市
一
般
会
計
及
び
各
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て

　

平
成
30
年
度
一
般
会
計
及
び
各
特

別
会
計
に
係
る
歳
入
歳
出
決
算
に
つ

い
て
議
会
の
認
定
に
付
す
も
の
。

▼
議
案
第
50
号　

平
成
30
年
度
丸
亀

市
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事
業
会
計

利
益
の
処
分
及
び
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

　

平
成
30
年
度
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競

走
事
業
会
計
に
係
る
歳
入
歳
出
決
算

に
つ
い
て
議
会
の
認
定
に
付
す
も
の
。

▼
議
案
第
51
号　

令
和
元
年
度
丸
亀

市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
億
４
６
５

５
万
４
０
０
０
円
を
追
加
し
、
予
算

総
額
を
５
０
９
億
３
８
５
７
万
２
０

０
０
円
と
す
る
。
主
な
内
容
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
プ

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
従
来
の
臨

時
・
非
常
勤
職
員
に
関
す
る
制
度
が

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に
移
行

す
る
た
め
。
給
与
や
費
用
弁
償
、

勤
務
時
間
な
ど
に
つ
い
て
新
た
に
定

め
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改

正
を
行
う
。

▼
議
案
第
57
号　

成
年
被
後
見
人
等

権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化

等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限

に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
条
例
の
改

正
を
行
う
。

▼
議
案
第
58
号　

丸
亀
市
災
害
弔
慰

金
の
支
給
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

　

災
害
援
護
資
金
の
償
還
に
関
す
る

条
例
を
改
正
す
る
。

▼
議
案
第
59
号　

丸
亀
市
家
庭
的
保

育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
伴

い
、
連
携
施
設
の
確
保
に
関
す
る
条

例
を
改
正
す
る
。

▼
議
案
第
60
号　

丸
亀
市
特
定
教

育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保

育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定

地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る

基
準
に
伴
う
条
例
を
改
正
す
る
。

▼
議
案
第
61
号
　
丸
亀
市
子
ど
も
の

た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
に
係
る
利

用
者
負
担
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一

部
改
正
に
伴
い
、
引
用
箇
所
を
改
正

す
る
。

▼
議
案
第
62
号　

丸
亀
市
印
鑑
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
印
鑑
登
録
証
明
書
へ

の
旧
氏
平
気
を
可
能
と
す
る
た
め
、

条
例
を
改
正
す
る
。

▼
議
案
第
63
号
　
丸
亀
市
消
防
団
員

の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限

に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
条
例
の
改

正
を
行
う
。

▼
議
案
第
64
号
　
丸
亀
市
手
数
料
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
引
き

上
げ
に
よ
り
、
危
険
物
貯
蔵
所
の
設

置
の
許
可
の
申
請
に
係
る
審
査
手
数

料
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
手
数
料
額
を
改
定
す
る
。

▼
議
案
第
65
号
〜
66
号　

工
事
請
負

契
約
の
締
結
に
つ
い
て

　

丸
亀
税
務
署
庁
舎
新
築
工
事
、
丸

亀
市
離
島
情
報
通
信
基
盤
整
備
工
事

に
関
す
る
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。

▼
議
案
第
67
号
〜
68
号　

物
品
の
購

入
に
つ
い
て

　

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
、
高
規
格
救

急
自
動
車
を
購
入
す
る
。

▼
議
案
第
68
号　

字
の
区
域
の
変
更

に
つ
い
て

　

綾
歌
町
栗
熊
西
地
内
の
圃
場
整
備

施
行
に
よ
り
、
従
前
の
字
界
で
あ
っ

た
農
道
・
水
路
が
原
型
を
留
め
な
く

な
っ
た
た
め
、
新
字
界
を
定
め
る
。

　

令
和
元
年
10
月
４
日
付
に
て
「
厚
生
年
金
へ
の
地
方
議
会
議
員
の
加
入

を
求
め
る
意
見
書
」
を
国
の
各
関
係
機
関
へ
送
付
し
ま
し
た
。

　は賛成、×は反対です。

賛否が分かれた議案の審議結果賛否が分かれた議案の審議結果

※上記以外の議案はすべて全会一致で原案を可決しました。

25　
片
山　

圭
之
（
市
民
の
声
）

24　
国
方　

功
夫
（
市
民
の
声
）

23　
水
本　

徹
雄
（
市
民
の
声
）

22　
内
田　

俊
英
（
公
明
党
）

21　
福
部　

正
人
（
公
明
党
）

20　
大
前　

誠
治
（
志
政
会
）

19　
山
本　

直
久
（
志
政
会
）

18　
加
藤　

正
員
（
市
民
ク
ラ
ブ
）

17　
松
浦　

正
武
（
市
民
ク
ラ
ブ
）

16　
横
川　

重
行
（
市
民
ク
ラ
ブ
）

15　
小
橋　

清
信
（
志
政
会
）

14　
横
田　

隼
人
（
志
政
会
）

13　
多
田　

光
廣
（
会
派
無
所
属
）

12　
松
永　

恭
二
（
志
政
会
）

11　
真
鍋　

順
穗
（
志
政
会
）

10　
川
田　

匡
文
（
志
政
会
）

９　
三
宅　

真
弓
（
会
派
無
所
属
）

８　
香
川　
　

勝
（
志
政
会
）

７　
大
西　
　

浩
（
市
民
ク
ラ
ブ
）

６　
岡
田　
　

剛
（
会
派
無
所
属
）

５　
神
田　

泰
孝
（
会
派
無
所
属
）

４　
中
谷
真
裕
美
（
会
派
無
所
属
）

３　
東　
　

由
美
（
会
派
無
所
属
）

２　
竹
田　

英
司
（
会
派
無
所
属
）

１　
武
田　

孝
三
（
志
政
会
）

平成30年度　一般会計及び各特
別会計歳入歳出決算認定

認　定
第１号

原
案
認
定

審
議
結
果

議 員 名
（　）内は所属会派

議 案 名

×

×平成30年度　モーターボート競走
事業会計利益の処分及び決算認定

議　案
第50号

原
案
可
決

令和元年度　一般会計補正予算
（第２号）

議　案
第51号

原
案
可
決

×

家庭的保育事業等の設備及び運営
に関する条例の一部改正について

議　案
第59号

原
案
可
決

×

特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の一部改正について

議　案
第60号

原
案
可
決

×

議
長
は
採
決
に
参
加
し
ま
せ
ん

令和元年9月定例会令和元年9月定例会

意
見
書
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一　

般　

質　

問

武田孝三議員

15
人
の
議
員
が
市
の
考
え
を
問
う

子
ど
も
た
ち
の
ス
ク
ー
ル
・
ゾ
ー

ン
、
キ
ッ
ズ
・
ゾ
ー
ン
の
設
定
と

推
進 武

田
　
孝
三

ク
リ
ン
ト
ピ
ア
東
の
市
の
敷
地

国
方
　
功
夫

高
齢
者
の
運
転
免
許
証
自
主
返
納

支
援
事
業
の
拡
充
と
高
齢
者
福
祉

的
見
地
か
ら
の
交
通
移
動
手
段
の

確
保 真

鍋
　
順
穗

西
長
尾
城
及
び
栗
隈
城

香
川
　
　
勝

香
川
　
　
勝

虐
待
に
対
し
、
で
き
る
こ
と
は

加
藤
　
正
員

環
境
対
策
等

横
川
　
重
行

風
し
ん
予
防
接
種
費
用
の
助
成

福
部
　
正
人

「
買
い
物
難
民
」
救
済
を
求
め
る

川
田
　
匡
文

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
ま
る
が
め
フ
ァ
ン

獲
得 山

本
　
直
久

市
民
会
館

横
田
　
隼
人

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み

三
宅
　
真
弓

少
子
化
対
策
と
し
て

東
　
　
由
美

ニ
ッ
カ
リ
青
江
を
使
っ
た
丸
亀
城

石
垣
復
興
へ
の
有
効
活
用

神
田
　
泰
孝

災
害
時
避
難
が
困
難
な
方
へ
の
支

援
確
立
を
地
区
防
災
計
画
と
と

も
に 中

谷
真
裕
美

社
会
教
育
行
政
と
機
構
改
革

小
橋
　
清
信

一般質問

各
議
員
か
ら
は
複
数
の
質
問
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
中
か
ら
左
記
の
項
目
の
質
問
内
容
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

Ａ
教
育
部
長　

未
就
学
児
を
中

心
に
、
子
供
が
日
常
的
に
集

団
で
移
動
す
る
経
路
の
安
全
確
保
に

つ
い
て
既
に
調
査
・
点
検
を
行
い
、

可
能
な
対
策
か
ら
着
手
で
き
る
よ
う

進
め
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ク
ー
ル
ゾ

ー
ン
は
幼
稚
園
・
小
学
校
を
中
心
と

す
る
半
径
５
０
０
メ
ー
ト
ル
の
範
囲

内
で
設
定
し
て
お
り
、
登
下
校
の
時

間
を
中
心
に
車
両
の
通
行
禁
止
や
速

度
規
制
を
行
っ
て
い
る
。
７
月
に
全

国
で
初
め
て
設
置
さ
れ
た
キ
ッ
ズ
ゾ

ー
ン
は
、
ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
で
は
規

制
の
対
象
と
な
ら
な
い
園
外
活
動
の

時
間
も
含
め
て
想
定
し
て
お
り
、
該

当
の
園
や
保
育
所
か
ら
設
置
の
要
望

が
あ
れ
ば
、
協
議
の
上
、
調
査
･
研

究
し
た
い
。

　
相
次
ぐ
交
通
事
故
の
発
生
を
受
け
、
未
就
学
児
童
や
高
齢
運
転
者
な

ど
の
交
通
安
全
緊
急
対
策
が
決
定
し
た
。
国
は
ス
ク
ー
ル

ゾ
ー
ン
の
設
定
を
推
進
し
、
交
通
安
全
対
策
に
つ
な
げ
る

こ
と
と
し
て
い
る
が
、
本
市
で
の
取
り
組
み
は
。

Q

スクールゾーン

ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン・
キ
ッ
ズ
ゾ
ー
ン
の

定
着
化
に
向
け
て
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一
　
般
　
質
　
問

加藤正員議員

香川　勝　議員

市
長
　
家
庭
児
童
相
談
室
は

児
童
虐
待
の
初
期
、
軽
度
の

段
階
の
事
案
に
対
応
し
、
事
態
の
重

篤
化
を
未
然
に
防
止
す
る
と
い
う
非

常
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、

具
体
的
に
は
要
保
護
児
童
対
策
地
域

協
議
会
を
運
営
し
、
支
援
の
具
体
的

な
方
針
を
決
定
す
る
こ
と
、
子
育
て

家
庭
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
家
庭
訪

問
や
面
会
、
必
要
に
応
じ
て
助
言
す

る
こ
と
な
ど
を
主
な
役
割
と
し
て
い

る
。
人
員
に
つ
い
て
は
、
今
年
度
２

名
の
有
資
格
者
を
増
員
し
て
お
り
、

今
後
も
適
切
な
構
築
と
研
修
な
ど
を

通
じ
た
資
質
の
向
上
を
図
っ
て
ま
い

り
た
い
。

　
虐
待
か
ら
子
供
を
守
ろ
う
と
す
る
と
き
、そ
の
支
援
に
か
か
わ
る
場

所
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
機
関
や
会
議
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。そ
の
中
で
も

入
口
と
な
る
家
庭
児
童
相
談
室
は
、県
や
警
察
へ
つ
な
ぐ
場
合
に
お
い

て
も
大
変
重
要
な
機
関
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、そ
の

具
体
的
な
役
割
と
今
後
の
人
員
増
、ス
キ
ル
ア
ッ
プ
な
ど

に
つ
い
て
見
解
は
。

Ａ

Ａ
教
育
部
長
　
各
時
代
の
国
指

定
史
跡
の
城
跡
が
揃
う
こ
と

は
、
限
ら
れ
た
市
町
村
に
し
か
達
成

で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
実
現
す
れ

ば
大
変
貴
重
な
財
産
と
な
る
。
ま

た
、
本
市
は
、
貴
重
な
城
跡
が
立
地

し
た
交
通
の
要
衝
と
し
て
非
常
に
重

要
な
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

り
、
丸
亀
城
と
同
様
に
郷
土
学
習
の

教
材
と
し
て
の
価
値
も
高
ま
り
、
市

民
の
郷
土
愛
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
国
や
県
の
指

定
を
受
け
る
に
は
、
西
長
尾
城
の
一

部
が
存
在
す
る
ま
ん
の
う
町
と
の
協

議
や
、
測
量
図
、
総
合
調
査
報
告
書

の
作
成
、
申
請
手
続
き
な
ど
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
相
当
な

時
間
を
要
す
る
と
見
込
ま
れ
る
。

　
西
長
尾
城
や
栗
隈
城
は
、
讃
岐
を
代
表
す
る
著
名
な
山
城
と
し
て
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
国

指
定
史
跡
と
な
れ
ば
、
本
市
は
古
代
・
中
世
･
近
世
の
城
跡

が
揃
う
こ
と
に
な
る
が
、
指
定
に
向
け
た
市
の
考
え
は
。

家
庭
児
童
相
談
室
の

現
状
と
こ
れ
か
ら

Q

家庭児童相談室

西長尾城跡

Q 西
長
尾
城・栗
隈
城
に

文
化
財
的
価
値
を
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Ａ
生
活
環
境
部
長　

各
団
体
の

主
な
活
動
内
容
は
、
単
位
子

ど
も
会
が
地
域
内
行
事
へ
の
参
加
、

子
ど
も
会
育
成
連
絡
協
議
会
は
七
尾

市
や
京
極
町
の
子
ど
も
会
と
の
交
流

事
業
、
婦
人
会
は
敬
老
行
事
の
運
営

な
ど
福
祉
貢
献
活
動
、
婦
人
団
体
連

絡
協
議
会
は
広
報
活
動
や
親
善
都
市

の
特
産
品
販
売
へ
の
協
力
支
援
が
あ

る
。
ま
た
、
組
織
や
加
入
者
の
減
少

は
、人
口
減
少
の
ほ
か
、
核
家
族
化

や
共
働
き
世
帯
の
増
加
、
複
数
の
習

い
事
な
ど
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環

境
の
変
化
や
保
護
者
の
意
識
の
変
化

が
原
因
と
考
え
て
い
る
。

　
国
の
教
育
再
生
会
議
で
は
、
家
庭
教
育
の
低
下
を
補
う
た
め
に
は
、

学
校
や
地
域
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
地
域
か
ら

は
急
速
に
子
ど
も
会
や
婦
人
会
が
消
え
て
い
る
。
こ
の
原

因
は
、
地
域
住
民
の
考
え
方
や
人
口
減
少
だ
け
な
の
か
。

現
在
の
活
動
内
容
と
想
定
さ
れ
る
原
因
を
伺
う
。

Ａ
市
長　

こ
の
土
地
は
平
成
５

年
度
ま
で
、
土
器
塩
田
跡
を

利
用
し
て
一
般
廃
棄
物
の
埋
立
て
処

分
を
行
っ
て
き
た
土
地
で
あ
る
。
先

般
、
丸
亀
城
石
垣
の
崩
落
に
伴
う
石

の
仮
置
き
場
と
し
て
検
討
す
る
に
当

た
り
、
香
川
県
中
讃
保
健
福
祉
事
務

所
の
環
境
管
理
室
を
訪
問
し
、
法
的

な
制
限
や
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
確

認
を
し
た
。
そ
の
内
容
を
踏
ま
え
、

重
い
石
を
大
量
に
置
い
た
場
合
、
土

壌
内
の
状
態
が
不
明
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
石
の
設
置
が
数
年
間
に
わ
た
る

こ
と
も
考
慮
し
、
地
盤
沈
下
に
よ
り

周
辺
に
影
響
が
及
ぶ
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
と
判
断
し
た
。

　
ク
リ
ン
ト
ピ
ア
丸
亀
東
側
の
市
有
地
を
石
垣
修
繕
の
た
め
の
石
の

仮
置
き
場
と
す
る
と
、地
盤
沈
下
の
恐
れ
が
あ
る
、と
す
る
資
料
が
あ

る
。こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、正
式
に
認
め
ら
れ
た
場
所

で
埋
め
立
て
を
行
い
、な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の

か
。こ
の
資
料
の
根
拠
を
明
示
い
た
だ
き
た
い
。

Q

子ども会の活動

クリントピア丸亀東側　市有地の現状

Q 土
器
町
の
地
盤
沈
下

信
憑
性
と
危
険
度
は

子
ど
も
会・婦
人
会
を

も
っ
と
元
気
に
！！


